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⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

３ 介護療養施設サービス ３ 介護療養施設サービス

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

⑴ 療養型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑴ 療養型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 療養型介護療養施設サービス費 ㈠ 療養型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 療養型介護療養施設サービス費 ａ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 641単位 ⅰ 要介護１ 641単位

ⅱ 要介護２ 744単位 ⅱ 要介護２ 744単位

ⅲ 要介護３ 967単位 ⅲ 要介護３ 967単位

ⅳ 要介護４ 1,062単位 ⅳ 要介護４ 1,062単位

ⅴ 要介護５ 1,147単位 ⅴ 要介護５ 1,147単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 療養型介護療養施設サービス費 ｂ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 669単位 ⅰ 要介護１ 669単位

ⅱ 要介護２ 777単位 ⅱ 要介護２ 777単位

ⅲ 要介護３ 1,010単位 ⅲ 要介護３ 1,010単位

ⅳ 要介護４ 1,109単位 ⅳ 要介護４ 1,109単位

ⅴ 要介護５ 1,198単位 ⅴ 要介護５ 1,198単位

(ⅲ) (ⅲ)ｃ 療養型介護療養施設サービス費 ｃ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 659単位 ⅰ 要介護１ 659単位

ⅱ 要介護２ 765単位 ⅱ 要介護２ 765単位

ⅲ 要介護３ 995単位 ⅲ 要介護３ 995単位

ⅳ 要介護４ 1,092単位 ⅳ 要介護４ 1,092単位

ⅴ 要介護５ 1,180単位 ⅴ 要介護５ 1,180単位

(ⅳ) (ⅳ)ｄ 療養型介護療養施設サービス費 ｄ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 745単位 ⅰ 要介護１ 745単位

ⅱ 要介護２ 848単位 ⅱ 要介護２ 848単位

ⅲ 要介護３ 1,071単位 ⅲ 要介護３ 1,071単位

ⅳ 要介護４ 1,166単位 ⅳ 要介護４ 1,166単位

ⅴ 要介護５ 1,251単位 ⅴ 要介護５ 1,251単位

(ⅴ) (ⅴ)ｅ 療養型介護療養施設サービス費 ｅ 療養型介護療養施設サービス費
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ⅰ 要介護１ 778単位 ⅰ 要介護１ 778単位

ⅱ 要介護２ 886単位 ⅱ 要介護２ 886単位

ⅲ 要介護３ 1,119単位 ⅲ 要介護３ 1,119単位

ⅳ 要介護４ 1,218単位 ⅳ 要介護４ 1,218単位

ⅴ 要介護５ 1,307単位 ⅴ 要介護５ 1,307単位

(ⅵ) (ⅵ)ｆ 療養型介護療養施設サービス費 ｆ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 766単位 ⅰ 要介護１ 766単位

ⅱ 要介護２ 873単位 ⅱ 要介護２ 873単位

ⅲ 要介護３ 1,102単位 ⅲ 要介護３ 1,102単位

ⅳ 要介護４ 1,199単位 ⅳ 要介護４ 1,199単位

ⅴ 要介護５ 1,287単位 ⅴ 要介護５ 1,287単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 療養型介護療養施設サービス費 ㈡ 療養型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 療養型介護療養施設サービス費 ａ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 586単位 ⅰ 要介護１ 586単位

ⅱ 要介護２ 689単位 ⅱ 要介護２ 689単位

ⅲ 要介護３ 841単位 ⅲ 要介護３ 841単位

ⅳ 要介護４ 987単位 ⅳ 要介護４ 987単位

ⅴ 要介護５ 1,027単位 ⅴ 要介護５ 1,027単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 療養型介護療養施設サービス費 ｂ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 601単位 ⅰ 要介護１ 601単位

ⅱ 要介護２ 707単位 ⅱ 要介護２ 707単位

ⅲ 要介護３ 862単位 ⅲ 要介護３ 862単位

ⅳ 要介護４ 1,012単位 ⅳ 要介護４ 1,012単位

ⅴ 要介護５ 1,053単位 ⅴ 要介護５ 1,053単位

(ⅲ) (ⅲ)ｃ 療養型介護療養施設サービス費 ｃ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 691単位 ⅰ 要介護１ 691単位

ⅱ 要介護２ 794単位 ⅱ 要介護２ 794単位

ⅲ 要介護３ 945単位 ⅲ 要介護３ 945単位

ⅳ 要介護４ 1,092単位 ⅳ 要介護４ 1,092単位

ⅴ 要介護５ 1,131単位 ⅴ 要介護５ 1,131単位
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(ⅳ) (ⅳ)ｄ 療養型介護療養施設サービス費 ｄ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 709単位 ⅰ 要介護１ 709単位

ⅱ 要介護２ 814単位 ⅱ 要介護２ 814単位

ⅲ 要介護３ 969単位 ⅲ 要介護３ 969単位

ⅳ 要介護４ 1,119単位 ⅳ 要介護４ 1,119単位

ⅴ 要介護５ 1,159単位 ⅴ 要介護５ 1,159単位

(Ⅲ) (Ⅲ)㈢ 療養型介護療養施設サービス費 ㈢ 療養型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 療養型介護療養施設サービス費 ａ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 564単位 ⅰ 要介護１ 564単位

ⅱ 要介護２ 670単位 ⅱ 要介護２ 670単位

ⅲ 要介護３ 813単位 ⅲ 要介護３ 813単位

ⅳ 要介護４ 962単位 ⅳ 要介護４ 962単位

ⅴ 要介護５ 1,001単位 ⅴ 要介護５ 1,001単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 療養型介護療養施設サービス費 ｂ 療養型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 670単位 ⅰ 要介護１ 670単位

ⅱ 要介護２ 775単位 ⅱ 要介護２ 775単位

ⅲ 要介護３ 919単位 ⅲ 要介護３ 919単位

ⅳ 要介護４ 1,068単位 ⅳ 要介護４ 1,068単位

ⅴ 要介護５ 1,107単位 ⅴ 要介護５ 1,107単位

⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑵ 療養型経過型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ㈠ 療養型経過型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ａ 療養型経過型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 650単位 ⅰ 要介護１ 650単位

ⅱ 要介護２ 754単位 ⅱ 要介護２ 754単位

ⅲ 要介護３ 897単位 ⅲ 要介護３ 897単位

ⅳ 要介護４ 983単位 ⅳ 要介護４ 983単位

ⅴ 要介護５ 1,070単位 ⅴ 要介護５ 1,070単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ｂ 療養型経過型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 755単位 ⅰ 要介護１ 755単位

ⅱ 要介護２ 860単位 ⅱ 要介護２ 860単位
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ⅲ 要介護３ 1,002単位 ⅲ 要介護３ 1,002単位

ⅳ 要介護４ 1,089単位 ⅳ 要介護４ 1,089単位

ⅴ 要介護５ 1,175単位 ⅴ 要介護５ 1,175単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ㈡ 療養型経過型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ａ 療養型経過型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 650単位 ⅰ 要介護１ 650単位

ⅱ 要介護２ 754単位 ⅱ 要介護２ 754単位

ⅲ 要介護３ 857単位 ⅲ 要介護３ 857単位

ⅳ 要介護４ 944単位 ⅳ 要介護４ 944単位

ⅴ 要介護５ 1,030単位 ⅴ 要介護５ 1,030単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 療養型経過型介護療養施設サービス費 ｂ 療養型経過型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 755単位 ⅰ 要介護１ 755単位

ⅱ 要介護２ 860単位 ⅱ 要介護２ 860単位

ⅲ 要介護３ 962単位 ⅲ 要介護３ 962単位

ⅳ 要介護４ 1,048単位 ⅳ 要介護４ 1,048単位

ⅴ 要介護５ 1,136単位 ⅴ 要介護５ 1,136単位

⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑶ ユニット型療養型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈠ ユニット型療養型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 767単位 ａ 要介護１ 767単位

ｂ 要介護２ 870単位 ｂ 要介護２ 870単位

ｃ 要介護３ 1,093単位 ｃ 要介護３ 1,093単位

ｄ 要介護４ 1,188単位 ｄ 要介護４ 1,188単位

ｅ 要介護５ 1,273単位 ｅ 要介護５ 1,273単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈡ ユニット型療養型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 795単位 ａ 要介護１ 795単位

ｂ 要介護２ 903単位 ｂ 要介護２ 903単位

ｃ 要介護３ 1,136単位 ｃ 要介護３ 1,136単位

ｄ 要介護４ 1,235単位 ｄ 要介護４ 1,235単位

ｅ 要介護５ 1,324単位 ｅ 要介護５ 1,324単位

(Ⅲ) (Ⅲ)㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈢ ユニット型療養型介護療養施設サービス費
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ａ 要介護１ 785単位 ａ 要介護１ 785単位

ｂ 要介護２ 891単位 ｂ 要介護２ 891単位

ｃ 要介護３ 1,121単位 ｃ 要介護３ 1,121単位

ｄ 要介護４ 1,218単位 ｄ 要介護４ 1,218単位

ｅ 要介護５ 1,306単位 ｅ 要介護５ 1,306単位

(Ⅳ) (Ⅳ)㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈣ ユニット型療養型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 767単位 ａ 要介護１ 767単位

ｂ 要介護２ 870単位 ｂ 要介護２ 870単位

ｃ 要介護３ 1,093単位 ｃ 要介護３ 1,093単位

ｄ 要介護４ 1,188単位 ｄ 要介護４ 1,188単位

ｅ 要介護５ 1,273単位 ｅ 要介護５ 1,273単位

(Ⅴ) (Ⅴ)㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈤ ユニット型療養型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 795単位 ａ 要介護１ 795単位

ｂ 要介護２ 903単位 ｂ 要介護２ 903単位

ｃ 要介護３ 1,136単位 ｃ 要介護３ 1,136単位

ｄ 要介護４ 1,235単位 ｄ 要介護４ 1,235単位

ｅ 要介護５ 1,324単位 ｅ 要介護５ 1,324単位

(Ⅵ) (Ⅵ)㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費 ㈥ ユニット型療養型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 785単位 ａ 要介護１ 785単位

ｂ 要介護２ 891単位 ｂ 要介護２ 891単位

ｃ 要介護３ 1,121単位 ｃ 要介護３ 1,121単位

ｄ 要介護４ 1,218単位 ｄ 要介護４ 1,218単位

ｅ 要介護５ 1,306単位 ｅ 要介護５ 1,306単位

⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（１日につき ⑷ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（１日につき

） ）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費 ㈠ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 767単位 ａ 要介護１ 767単位

ｂ 要介護２ 870単位 ｂ 要介護２ 870単位

ｃ 要介護３ 1,006単位 ｃ 要介護３ 1,006単位

ｄ 要介護４ 1,091単位 ｄ 要介護４ 1,091単位
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ｅ 要介護５ 1,176単位 ｅ 要介護５ 1,176単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費 ㈡ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 767単位 ａ 要介護１ 767単位

ｂ 要介護２ 870単位 ｂ 要介護２ 870単位

ｃ 要介護３ 1,006単位 ｃ 要介護３ 1,006単位

ｄ 要介護４ 1,091単位 ｄ 要介護４ 1,091単位

ｅ 要介護５ 1,176単位 ｅ 要介護５ 1,176単位

注１ （略） 注１ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養 （新設）

型医療施設については、100分の95に相当する単位を算定する

。なお、当該基準に該当するものとして100分の95に相当する

単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹、⑻

から⑿まで、⒁、⒂及び⒅は算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設

基準

⑴ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスにおけ

る入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等（当該指定

介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及

び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所の利用者をいう。以下この号において同じ。）のうち、喀痰
かくたん

吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十

五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百

分の二十以上であること。

⑵ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービスにお

ける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、
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喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合に、十
かくたん

九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療

養病床の数で除した数との積が百分の十五以上又は著しい精神

症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必

要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該診療所にお

ける介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した

数との積が百分の二十以上であること。

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分
かくたん

の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体

疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の

占める割合が百分の二十五以上であること。

３ （略） ２ （略）

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘

束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する 束廃止未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から

単位数を所定単位数から減算する。 減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省

令第四十一号）第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項

及び第八項に規定する基準に適合していないこと。

５～７ （略） ４～６ （略）
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８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年 道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年

性認知症患者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老 性認知症患者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老

期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。 期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。

以下同じ。）に対して指定介護療養施設サービスを行った場合 以下同じ。）に対して指定介護療養施設サービスを行った場合

は、若年性認知症患者受入加算として、１日につき120単位を は、若年性認知症患者受入加算として、１日につき120単位を

所定単位数に加算する。ただし、⒄を算定している場合は、算 所定単位数に加算する。ただし、⒃を算定している場合は、算

定しない。 定しない。

９～13 （略） ８～12 （略）

⑸ （略） ⑸ （略）

⑹ 退院時指導等加算 ⑹ 退院時指導等加算

㈠ （略） ㈠（略）

㈡ 訪問看護指示加算 300単位 ㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位

注 （略） 注 （略）

⑺ （略） ⑺ （略）

⑻ 低栄養リスク改善加算 300単位 （新設）

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型

医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状

態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理

栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示

した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又

は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士（歯科医師

が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士

又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。）が、

栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する

月から６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算

する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合

又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合
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は、算定しない。

２ 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した

計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当

該計画が作成された日から起算して６月を超えた期間に行わ

れた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者で

あって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされ

るものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとす

る。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サー

ビス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医

療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号

及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

⑼～⑾ （略） ⑻・⑽ （略）

⑿ 口腔衛生管理加算 90単位 ⑾ 口腔衛生管理加算 110単位
くう くう

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医

療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に 療施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院

、１月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい 患者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合に、１月につき
くう

て、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しな 所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生
くう くう

い。 管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、 （新設）

口腔ケアを月２回以上行うこと。
くう

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアについ （新設）
くう

て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこ

と。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介護職 （新設）
くう

員からの相談等に必要に応じ対応すること。
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⒀ 療養食加算 ６単位 ⑿ 療養食加算 18単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が 事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が

定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として 定める療養食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算

、所定単位数を加算する。 する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

⒁～⒄ （略） ⒀～⒃ （略）

⒅ 排せつ支援加算 100単位 （新設）

注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行う

ことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれ

ると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指

定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他

の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因

を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に

基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属

する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単

位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を

算定している場合は、算定しない。

⒆ （略） ⒄ （略）

⒇ 介護職員処遇改善加算 ⒅ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施 指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施

設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平 設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平

成33年３月31日までの間（㈣及び㈤については、別に厚生労働 成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数 算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい 合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒆までにより算定した単 ㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単(Ⅰ) (Ⅰ)

位数の1000分の26に相当する単位数 位数の1000分の26に相当する単位数
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㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒆までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単(Ⅱ) (Ⅱ)

位数の1000分の19に相当する単位数 位数の1000分の19に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒆までにより算定した単 ㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単(Ⅲ) (Ⅲ)

位数の1000分の10に相当する単位数 位数の1000分の10に相当する単位数

㈣・㈤ （略） ㈣・㈤ （略）

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

⑴ 診療所型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑴ 診療所型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 診療所型介護療養施設サービス費 ㈠ 診療所型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 診療所型介護療養施設サービス費 ａ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 623単位 ⅰ 要介護１ 623単位

ⅱ 要介護２ 672単位 ⅱ 要介護２ 672単位

ⅲ 要介護３ 720単位 ⅲ 要介護３ 720単位

ⅳ 要介護４ 768単位 ⅳ 要介護４ 768単位

ⅴ 要介護５ 817単位 ⅴ 要介護５ 817単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 診療所型介護療養施設サービス費 ｂ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 650単位 ⅰ 要介護１ 650単位

ⅱ 要介護２ 702単位 ⅱ 要介護２ 702単位

ⅲ 要介護３ 752単位 ⅲ 要介護３ 752単位

ⅳ 要介護４ 802単位 ⅳ 要介護４ 802単位

ⅴ 要介護５ 853単位 ⅴ 要介護５ 853単位

(ⅲ) (ⅲ)ｃ 診療所型介護療養施設サービス費 ｃ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 641単位 ⅰ 要介護１ 641単位

ⅱ 要介護２ 691単位 ⅱ 要介護２ 691単位

ⅲ 要介護３ 741単位 ⅲ 要介護３ 741単位

ⅳ 要介護４ 790単位 ⅳ 要介護４ 790単位

ⅴ 要介護５ 840単位 ⅴ 要介護５ 840単位

(ⅳ) (ⅳ)ｄ 診療所型介護療養施設サービス費 ｄ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 727単位 ⅰ 要介護１ 727単位

ⅱ 要介護２ 775単位 ⅱ 要介護２ 775単位

ⅲ 要介護３ 825単位 ⅲ 要介護３ 825単位
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ⅳ 要介護４ 872単位 ⅳ 要介護４ 872単位

ⅴ 要介護５ 921単位 ⅴ 要介護５ 921単位

(ⅴ) (ⅴ)ｅ 診療所型介護療養施設サービス費 ｅ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 759単位 ⅰ 要介護１ 759単位

ⅱ 要介護２ 810単位 ⅱ 要介護２ 810単位

ⅲ 要介護３ 861単位 ⅲ 要介護３ 861単位

ⅳ 要介護４ 911単位 ⅳ 要介護４ 911単位

ⅴ 要介護５ 962単位 ⅴ 要介護５ 962単位

(ⅵ) (ⅵ)ｆ 診療所型介護療養施設サービス費 ｆ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 748単位 ⅰ 要介護１ 748単位

ⅱ 要介護２ 798単位 ⅱ 要介護２ 798単位

ⅲ 要介護３ 848単位 ⅲ 要介護３ 848単位

ⅳ 要介護４ 897単位 ⅳ 要介護４ 897単位

ⅴ 要介護５ 948単位 ⅴ 要介護５ 948単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 診療所型介護療養施設サービス費 ㈡ 診療所型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 診療所型介護療養施設サービス費 ａ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 546単位 ⅰ 要介護１ 546単位

ⅱ 要介護２ 590単位 ⅱ 要介護２ 590単位

ⅲ 要介護３ 633単位 ⅲ 要介護３ 633単位

ⅳ 要介護４ 678単位 ⅳ 要介護４ 678単位

ⅴ 要介護５ 721単位 ⅴ 要介護５ 721単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 診療所型介護療養施設サービス費 ｂ 診療所型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 652単位 ⅰ 要介護１ 652単位

ⅱ 要介護２ 695単位 ⅱ 要介護２ 695単位

ⅲ 要介護３ 739単位 ⅲ 要介護３ 739単位

ⅳ 要介護４ 782単位 ⅳ 要介護４ 782単位

ⅴ 要介護５ 826単位 ⅴ 要介護５ 826単位

⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑵ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈠ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 748単位 ａ 要介護１ 748単位
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ｂ 要介護２ 797単位 ｂ 要介護２ 797単位

ｃ 要介護３ 845単位 ｃ 要介護３ 845単位

ｄ 要介護４ 893単位 ｄ 要介護４ 893単位

ｅ 要介護５ 942単位 ｅ 要介護５ 942単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈡ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 775単位 ａ 要介護１ 775単位

ｂ 要介護２ 827単位 ｂ 要介護２ 827単位

ｃ 要介護３ 877単位 ｃ 要介護３ 877単位

ｄ 要介護４ 927単位 ｄ 要介護４ 927単位

ｅ 要介護５ 978単位 ｅ 要介護５ 978単位

(Ⅲ) (Ⅲ)㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈢ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 766単位 ａ 要介護１ 766単位

ｂ 要介護２ 816単位 ｂ 要介護２ 816単位

ｃ 要介護３ 866単位 ｃ 要介護３ 866単位

ｄ 要介護４ 915単位 ｄ 要介護４ 915単位

ｅ 要介護５ 965単位 ｅ 要介護５ 965単位

(Ⅳ) (Ⅳ)㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈣ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 748単位 ａ 要介護１ 748単位

ｂ 要介護２ 797単位 ｂ 要介護２ 797単位

ｃ 要介護３ 845単位 ｃ 要介護３ 845単位

ｄ 要介護４ 893単位 ｄ 要介護４ 893単位

ｅ 要介護５ 942単位 ｅ 要介護５ 942単位

(Ⅴ) (Ⅴ)㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈤ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 775単位 ａ 要介護１ 775単位

ｂ 要介護２ 827単位 ｂ 要介護２ 827単位

ｃ 要介護３ 877単位 ｃ 要介護３ 877単位

ｄ 要介護４ 927単位 ｄ 要介護４ 927単位

ｅ 要介護５ 978単位 ｅ 要介護５ 978単位

(Ⅵ) (Ⅵ)㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 ㈥ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 766単位 ａ 要介護１ 766単位
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ｂ 要介護２ 816単位 ｂ 要介護２ 816単位

ｃ 要介護３ 866単位 ｃ 要介護３ 866単位

ｄ 要介護４ 915単位 ｄ 要介護４ 915単位

ｅ 要介護５ 965単位 ｅ 要介護５ 965単位

注１ （略） 注１ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養 （新設）

型医療施設については、100分の95に相当する単位を算定する

。なお、当該基準に該当するものとして100分の95に相当する

単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑷、⑹

から⑽まで、⑿、⒀および⒃は算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設

基準

⑴ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスにおけ

る入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等（当該指定

介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及

び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所の利用者をいう。以下この号において同じ。）のうち、喀痰
かくたん

吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十

五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百

分の二十以上であること。

⑵ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービスにお

ける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合に、十
かくたん

九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療

養病床の数で除した数との積が百分の十五以上又は著しい精神
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症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必

要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該診療所にお

ける介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した

数との積が百分の二十以上であること。

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀
かく

痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の
たん

十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾

患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困

難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占

める割合が百分の二十五以上であること。

３ （略） ２ （略）

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘

束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する 束廃止未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から

単位数を所定単位数から減算する。 減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省

令第四十一号）第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項

及び第八項に規定する基準に適合していないこと。

５ （略） ４ （略）

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年 道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年

性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合 性認知症患者に対して指定介護療養施設サービスを行った場合
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は、若年性認知症患者受入加算として、１日につき120単位を は、若年性認知症患者受入加算として、１日につき120単位を

所定単位数に加算する。ただし、⒂を算定している場合は、算 所定単位数に加算する。ただし、⒁を算定している場合は、算

定しない。 定しない。

７～10 （略） ６～９ （略）

⑶ （略） ⑶ （略）

⑷ 退院時指導等加算 ⑷ 退院時指導等加算

㈠ （略） ㈠ （略）

㈡ 訪問看護指示加算 300単位 ㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位

注１～６ （略） 注１～６ （略）

⑸ （略） ⑸ （略）

⑹ 低栄養リスク改善加算 300単位 （新設）

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型

医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状

態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理

栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示

した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又

は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士（歯科医師

が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士

又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。）が、

栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する

月から６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算

する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合

又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合

は、算定しない。

２ 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した

計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当

該計画が作成された日から起算して６月を超えた期間に行わ

れた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者で
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あって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされ

るものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとす

る。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サー

ビス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医

療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号

及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

⑺～⑼ （略） ⑹～⑻ （略）

⑽ 口腔衛生管理加算 90単位 ⑼ 口腔衛生管理加算 110単位
くう くう

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医

療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に 療施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院

、１月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい 患者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合に、１月につき
くう

て、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しな 所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生
くう くう

い。 管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、 （新設）

口腔ケアを月２回以上行うこと。
くう

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアについ （新設）
くう

て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこ

と。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介護職 （新設）
くう

員からの相談等に必要に応じ対応すること。

⑾ 療養食加算 ６単位 ⑽ 療養食加算 18単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が 事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が

定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として 定める療養食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算

、所定単位数を加算する。 する。
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イ～ハ （略） イ～ハ （略）

⑿～⒂ （略） ⑾～⒁ （略）

⒃ 排せつ支援加算 100単位 （新設）

注 排せつに介護を要する者であって、適切な対応を行うことに

より、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれると医

師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護

療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種

が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分析

し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく

支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月

から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を

加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定し

ている場合は、算定しない。

⒄ （略） ⒂ （略）

⒅ 介護職員処遇改善加算 ⒃ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施 指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施

設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平 設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平

成33年３月31日までの間（㈣及び㈤については、別に厚生労働 成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数 算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい 合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単 ㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒂までにより算定した単(Ⅰ) (Ⅰ)

位数の1000分の26に相当する単位数 位数の1000分の26に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒂までにより算定した単(Ⅱ) (Ⅱ)

位数の1000分の19に相当する単位数 位数の1000分の19に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒄までにより算定した単 ㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒂までにより算定した単(Ⅲ) (Ⅲ)

位数の1000分の10に相当する単位数 位数の1000分の10に相当する単位数

㈣・㈤ （略） ㈣・㈤ （略）
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ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ

ービス ービス

⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑴ 認知症疾患型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈠ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 967単位 ⅰ 要介護１ 967単位

ⅱ 要介護２ 1,031単位 ⅱ 要介護２ 1,031単位

ⅲ 要介護３ 1,095単位 ⅲ 要介護３ 1,095単位

ⅳ 要介護４ 1,159単位 ⅳ 要介護４ 1,159単位

ⅴ 要介護５ 1,223単位 ⅴ 要介護５ 1,223単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,072単位 ⅰ 要介護１ 1,072単位

ⅱ 要介護２ 1,137単位 ⅱ 要介護２ 1,137単位

ⅲ 要介護３ 1,200単位 ⅲ 要介護３ 1,200単位

ⅳ 要介護４ 1,265単位 ⅳ 要介護４ 1,265単位

ⅴ 要介護５ 1,328単位 ⅴ 要介護５ 1,328単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈡ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 912単位 ⅰ 要介護１ 912単位

ⅱ 要介護２ 979単位 ⅱ 要介護２ 979単位

ⅲ 要介護３ 1,047単位 ⅲ 要介護３ 1,047単位

ⅳ 要介護４ 1,114単位 ⅳ 要介護４ 1,114単位

ⅴ 要介護５ 1,180単位 ⅴ 要介護５ 1,180単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,018単位 ⅰ 要介護１ 1,018単位

ⅱ 要介護２ 1,085単位 ⅱ 要介護２ 1,085単位

ⅲ 要介護３ 1,151単位 ⅲ 要介護３ 1,151単位

ⅳ 要介護４ 1,220単位 ⅳ 要介護４ 1,220単位

ⅴ 要介護５ 1,286単位 ⅴ 要介護５ 1,286単位

(Ⅲ) (Ⅲ)㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈢ 認知症疾患型介護療養施設サービス費
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(ⅰ) (ⅰ)ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 884単位 ⅰ 要介護１ 884単位

ⅱ 要介護２ 950単位 ⅱ 要介護２ 950単位

ⅲ 要介護３ 1,015単位 ⅲ 要介護３ 1,015単位

ⅳ 要介護４ 1,080単位 ⅳ 要介護４ 1,080単位

ⅴ 要介護５ 1,145単位 ⅴ 要介護５ 1,145単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 990単位 ⅰ 要介護１ 990単位

ⅱ 要介護２ 1,055単位 ⅱ 要介護２ 1,055単位

ⅲ 要介護３ 1,121単位 ⅲ 要介護３ 1,121単位

ⅳ 要介護４ 1,186単位 ⅳ 要介護４ 1,186単位

ⅴ 要介護５ 1,250単位 ⅴ 要介護５ 1,250単位

(Ⅳ) (Ⅳ)㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈣ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 869単位 ⅰ 要介護１ 869単位

ⅱ 要介護２ 933単位 ⅱ 要介護２ 933単位

ⅲ 要介護３ 997単位 ⅲ 要介護３ 997単位

ⅳ 要介護４ 1,061単位 ⅳ 要介護４ 1,061単位

ⅴ 要介護５ 1,125単位 ⅴ 要介護５ 1,125単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 974単位 ⅰ 要介護１ 974単位

ⅱ 要介護２ 1,039単位 ⅱ 要介護２ 1,039単位

ⅲ 要介護３ 1,102単位 ⅲ 要介護３ 1,102単位

ⅳ 要介護４ 1,167単位 ⅳ 要介護４ 1,167単位

ⅴ 要介護５ 1,230単位 ⅴ 要介護５ 1,230単位

(Ⅴ) (Ⅴ)㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈤ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 810単位 ⅰ 要介護１ 810単位

ⅱ 要介護２ 874単位 ⅱ 要介護２ 874単位

ⅲ 要介護３ 938単位 ⅲ 要介護３ 938単位
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ⅳ 要介護４ 1,002単位 ⅳ 要介護４ 1,002単位

ⅴ 要介護５ 1,066単位 ⅴ 要介護５ 1,066単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ 認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 916単位 ⅰ 要介護１ 916単位

ⅱ 要介護２ 979単位 ⅱ 要介護２ 979単位

ⅲ 要介護３ 1,044単位 ⅲ 要介護３ 1,044単位

ⅳ 要介護４ 1,108単位 ⅳ 要介護４ 1,108単位

ⅴ 要介護５ 1,171単位 ⅴ 要介護５ 1,171単位

⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（１日につき） ⑵ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（１日につき）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費 ㈠ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 717単位 ａ 要介護１ 717単位

ｂ 要介護２ 780単位 ｂ 要介護２ 780単位

ｃ 要介護３ 845単位 ｃ 要介護３ 845単位

ｄ 要介護４ 909単位 ｄ 要介護４ 909単位

ｅ 要介護５ 973単位 ｅ 要介護５ 973単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費 ㈡ 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費

ａ 要介護１ 823単位 ａ 要介護１ 823単位

ｂ 要介護２ 886単位 ｂ 要介護２ 886単位

ｃ 要介護３ 950単位 ｃ 要介護３ 950単位

ｄ 要介護４ 1,015単位 ｄ 要介護４ 1,015単位

ｅ 要介護５ 1,078単位 ｅ 要介護５ 1,078単位

⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（１日につき ⑶ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（１日につき

） ）

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈠ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,093単位 ⅰ 要介護１ 1,093単位

ⅱ 要介護２ 1,157単位 ⅱ 要介護２ 1,157単位

ⅲ 要介護３ 1,221単位 ⅲ 要介護３ 1,221単位

ⅳ 要介護４ 1,285単位 ⅳ 要介護４ 1,285単位

ⅴ 要介護５ 1,349単位 ⅴ 要介護５ 1,349単位
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(ⅱ) (ⅱ)ｂ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,093単位 ⅰ 要介護１ 1,093単位

ⅱ 要介護２ 1,157単位 ⅱ 要介護２ 1,157単位

ⅲ 要介護３ 1,221単位 ⅲ 要介護３ 1,221単位

ⅳ 要介護４ 1,285単位 ⅳ 要介護４ 1,285単位

ⅴ 要介護５ 1,349単位 ⅴ 要介護５ 1,349単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ㈡ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅰ) (ⅰ)ａ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ａ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,038単位 ⅰ 要介護１ 1,038単位

ⅱ 要介護２ 1,105単位 ⅱ 要介護２ 1,105単位

ⅲ 要介護３ 1,173単位 ⅲ 要介護３ 1,173単位

ⅳ 要介護４ 1,240単位 ⅳ 要介護４ 1,240単位

ⅴ 要介護５ 1,306単位 ⅴ 要介護５ 1,306単位

(ⅱ) (ⅱ)ｂ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 ｂ ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

ⅰ 要介護１ 1,038単位 ⅰ 要介護１ 1,038単位

ⅱ 要介護２ 1,105単位 ⅱ 要介護２ 1,105単位

ⅲ 要介護３ 1,173単位 ⅲ 要介護３ 1,173単位

ⅳ 要介護４ 1,240単位 ⅳ 要介護４ 1,240単位

ⅴ 要介護５ 1,306単位 ⅴ 要介護５ 1,306単位

注１ （略） 注１ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定介護療養型医 （新設）

療施設については、所定単位数の100分の95に相当する単位数

を算定する。なお、当該基準に該当するものとして100分の95

に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設について

は、⑸、⑺から⑾まで及び⒀から⒂までは算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設

基準

⑴ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスにおけ
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る入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等（当該指定

介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及

び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所の利用者をいう。以下この号において同じ。）のうち、喀痰
かくたん

吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十

五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患

が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百

分の二十以上であること。

⑵ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービスにお

ける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合に、十
かくたん

九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療

養病床の数で除した数との積が百分の十五以上又は著しい精神

症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必

要とする認知症高齢者の占める割合に、十九を当該診療所にお

ける介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した

数との積が百分の二十以上であること。

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分
かくたん

の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体

疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の

占める割合が百分の二十五以上であること。

３ （略） 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸
かくたん

引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上
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又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生

活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見ら

れ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十

五以上であること。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘

束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する 束廃止未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から

単位数を所定単位数から減算する。 減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省

令第四十一号）第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項

及び第八項に規定する基準に適合していないこと。

５～８ （略） ４～７ （略）

⑷ （略） ⑷ （略）

⑸ 退院時指導等加算 ⑸ 退院時指導等加算

㈠ （略） ㈠ （略）

㈡ 訪問看護指示加算 300単位 ㈡ 老人訪問看護指示加算 300単位

注１～６ （略） 注１～６ （略）

⑹ （略） ⑹ （略）

⑺ 低栄養リスク改善加算 300単位 （新設）

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型

医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状

態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯科医師、管理

栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示
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した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又

は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士（歯科医師

が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士

又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。）が、

栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する

月から６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算

する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合

又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合

は、算定しない。

２ 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した

計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当

該計画が作成された日から起算して６月を超えた期間に行わ

れた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者で

あって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされ

るものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとす

る。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サー

ビス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医

療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号

及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

⑻～⑽ （略） ⑺～⑼ （略）

⑾ 口腔衛生管理加算 90単位 ⑽ 口腔衛生管理加算 110単位
くう くう

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医

療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に 療施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院

、１月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい 患者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合に、１月につき
くう

て、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しな 所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生
くう くう
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い。 管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、 （新設）

口腔ケアを月２回以上行うこと。
くう

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアについ （新設）
くう

て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこ

と。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介護職 （新設）
くう

員からの相談等に必要に応じ対応すること。

⑿ 療養食加算 ６単位 ⑾ 療養食加算 18単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が 事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が

定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度として 定める療養食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算

、所定単位数を加算する。 する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

⒀・⒁ （略） ⑿・⒀ （略）

⒂ 排せつ支援加算 100単位 （新設）

注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行う

ことにより、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれ

ると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指

定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他

の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因

を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づ

く支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する

月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数

を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定

している場合は、算定しない。

⒃ （略） ⒁ （略）

⒄ 介護職員処遇改善加算 ⒂ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た
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指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施 指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施

設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平 設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平

成33年３月31日までの間（㈣及び㈤については、別に厚生労働 成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数 算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい 合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒃までにより算定した単 ㈠ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒁までにより算定した単(Ⅰ) (Ⅰ)

位数の1000分の26に相当する単位数 位数の1000分の26に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒃までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒁までにより算定した単(Ⅱ) (Ⅱ)

位数の1000分の19に相当する単位数 位数の1000分の19に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒃までにより算定した単 ㈢ 介護職員処遇改善加算 ⑴から⒁までにより算定した単(Ⅲ) (Ⅲ)

位数の1000分の10に相当する単位数 位数の1000分の10に相当する単位数

㈣・㈤ （略） ㈣・㈤ （略）

４ 介護医療院サービス （新設）

イ Ⅰ型介護医療院サービス費（１日につき）

(Ⅰ)⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費

(ⅰ)㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費

ａ 要介護１ 694単位

ｂ 要介護２ 802単位

ｃ 要介護３ 1,035単位

ｄ 要介護４ 1,134単位

ｅ 要介護５ 1,223単位

(ⅱ)㈡ Ⅰ型介護医療院サービス費

ａ 要介護１ 803単位

ｂ 要介護２ 911単位

ｃ 要介護３ 1,144単位

ｄ 要介護４ 1,243単位

ｅ 要介護５ 1,332単位

(Ⅱ)⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費

(ⅰ)㈠ Ⅰ型介護医療院サービス費
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